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～いわくらしで いいくらし～    

 

 
岩倉市市民参加条例は、自治の基本となるルールを定めた岩倉市自治基本条例の

第１０条『市民参加と協働』の規定により、「市民の意見を広く市政に反映させる

こと」と「協働によるまちづくりを推進すること」を目的に制定しました。 

“市民参加”と“協働”という色とりどりの糸によって、繋がり関わりあいなが

ら紡ぐ市民模様は、まるで編み込まれたレースのように美しくなるでしょう。 

ずっと住み続けたいまち“いわくら”へ。あなたの声を届けてください。 

 

 
 

  
 

 
 

  



１ 

 

（１）用語の定義（第２条） 

  この条例に用いられている用語は、岩倉市自治基本条例第 3条で定義されている用語と

同じ意味です。 

 

 

 

（２）主体の役割等（第３条～第５条） 

 市民、執行機関、職員に割り当てられた役目や務めを規定しています。 

市民の役割 

①市政とまちづくりに関心を持ち理解する。 

②市政とまちづくりへの積極的な参加、協働によるまちづくりの実施。 

③お互いへの理解と尊重。 

執行機関の責務 

①市政とまちづくりに関する情報の積極的な提供。 

②市民参加の機会の公平な提供と、市民との協働の積極的な推進。 

③市民参加と協働の推進のため、必要な施策の実施と環境の整備。 

職員の責務 市民参加と協働の推進のため、条例の趣旨の理解と誠実な職務の遂行。 

 

（３）市民参加（各手続は３、４ページにあります。） 

①市民参加の手続の対象事項（第６条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②市民参加の手続の方法（第７条） 

 

より多くの市民の意見を反映するため、 

右の①～④の方法のうちから、 

複数の方法により行うよう努めます。 

 

 

③実施予定と実施状況の公表（第８条） 

 

 

  

 

 

「市民」市内に居住する者、市内に通勤又は通学する者、市内で事業又は

活動を行う個人又は団体をいいます。 

 

【実施予定】 

①年度当初に、その年度の実施予定を 

取りまとめ公表。 

②実施前に、その都度、詳細を公表。 

 

①審議会等 ②アンケート 

③意見交換会・市民公聴会・市民討議会 

④パブリックコメント手続 

次のような事項の制定や改廃などを行うときは、市民の意見を聴くようにします。 

 

 

 

 

 

※災害時のように緊急に行わなければならないものや法令で実施が義務付けられてい

る事項、徴収に関する事項等は手続の対象としないことができます。 

①基本方針を定める

条例、市民に義務

を課したり権利を

制限する条例 

 

②総合計画や

基本的な事

項を定める

計画等 

③多くの市民が関

わる公共施設の

設置や廃止に係

る計画等 

 

 

④市民生活に

大きな影響

を及ぼす制

度 

 

【実施結果】 

①実施したときは、結果を速やかに公表。 

（非公開情報を除く） 

②前年度の実施状況をまとめて公表。 
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（４）協働 

自治基本条例に規定する「協働」は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

市民が活躍し、地域が輝いている姿が協働の原点です。協働ルールブックの内容を 

盛り込み、市民の活動を積極的に支援していきます。 

 

①協働を進める上での基本原則（第２０条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②協働の取組（第２１条～第２４条） 

協働による

政策形成等 

・市政における政策の形成、執行と評価 ⇒ 市民との協働により実施。 

・協働による政策形成等 ⇒ その経過、決算、結果等の情報を公表。 

・協働の多様な形態（事業協力、事業共催、補助と助成、後援、事業委託など） 

公益的活動

の支援 

・地域団体や市民活動団体の公益的な活動に対し支援することができます。 

（ア 財政的支援、イ 情報提供、ウ その他） 

・市民 ⇒ 団体等への支援。自らも活動に積極的に参加。 

・団体等 ⇒ 公益的な活動への積極的な取組。活動の公益性や透明性の向上。 

中間支援組

織の設置 

協働が円滑かつ効果的に取り組まれるよう中間支援組織を設置。 

（市民活動支援センターを指します。） 

協働による

まちづくり

を担う人材 

・協働によるまちづくりを担う人材の発掘と育成。 

・市民 ⇒ 協働によるまちづくりを担う主体としての自覚。識見や資質の向上。 

 

（５）雑則 

①検証は、岩倉市自治基本条例審議会により行います。 

②検証等を踏まえ、社会情勢や市民参加の状況に応じて見直しを行います。

「協働」市民、議会及び執行機関が、主体的・自発的に共通の目的を達成するために、 

相互の立場、特性等を認め合い、尊重しながら、それぞれが役割と責任を 

持って、その特性、能力等を発揮しつつ、共に考え、行動することです。 

                 ※市民参加条例では、議会について規定していません。 

 

相互理解

の原則 

補完性の

原則 

共有の 

原則 

対等性の

原則 

公開性の

原則 

自主・自

立の原則 

それぞれの

役割や責任

を明確にし、

互いに補完

します。 

互いの立場や

特性の違いを

理解し、尊重

します。 

目的、目標

及び情報

を互いに

共有しま

す。 

互いの主体性を

認め合い、対等な

パートナーとし

て取り組みます。 

事業の経過や

結果等の情報

の公開に努

め、透明性を

確保します。 

自主性を持

ち、かつ自立

して活動に取

り組みます。 
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（３－１）具体的な市民参加の手続 

執行機関が開催する会議の委員になって検討や審議に加わることができます。 

① 審議会等（第９条、第１０条） 

説明 
審議会、策定委員会、検討委員会などを設置する場合、市民が委員として参加し、

政策等に意見を述べることができる。 

内容 

①委員について 

・公募と市民委員登録制度により登録された市民を含める※。 

・配慮する事項 

（男女比、年齢構成、委員の在職年数、他の審議会等の委員との兼職状況等） 

・選任したときは、委員の氏名、選任区分及び任期を公表※。 

 

②会議について 

・公開※。あらかじめ開催日時、開催場所、傍聴の手続等を公表。 

・会議録、検討結果を速やかに公表。 

        （※は原則として） 

  

いろんな人に審議会の委員になってもらうために登録制度を設けています。 

①－１市民委員登録制度（第１９条） 

新たな人材を発掘するために、審議会等の委員の候補者として、市政に

関心を持つ市民をあらかじめ登録しておきます。 

 

②～④は、市民の皆さんが、執行機関に意見を直接届ける方法です。 

②アンケート（第１１条） 

説明 
広く市民の意識を把握するために、執行機関が調査項目を設定して、一定期間内

に市民から回答を求める調査。 

内容 実施時は、その目的を明らかにし、回答に必要な情報を併せて提供。 

 

 

 

 

 

市民参加の手続を実施したときは、 

会議録、検討結果を速やかに公表します。 

（第８条） 
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③-１～３は、直接意見を交換する機会として、ひとつの手続として取り扱います。 

③－１意見交換会（第１２条） 

説明 
広く市民の意見を直接聴くために、市民と執行機関や市民同士が

議論することを目的として開催する。 

内容 あらかじめ開催日時、開催場所、議題等を公表。 

 

③－２市民公聴会（第１３条、第１４条） 

説明 
政策等の案に対して、賛成の意見と反対の意見がある場合、市民

の意見を聴くために開催する。 

内容 

①開催時に必要事項を公表。 

②議 長 市長が指名。議長は意見等を記録し、市長に報告。 

③公述人 申し出た市民と識見を有する者がなれる。 

賛成反対の一方の意見に偏らないように配慮する。 

 

③－３市民討議会（第１５条） 

説明 
潜在的な市民の意見を施策に反映させるために、無作為に選出さ

れた市民により議論を行う。 

内容 

①住民基本台帳から無作為に抽出した満１８歳以上の者に対し、

参加を依頼。（謝礼を支払。） 

②あらかじめ開催日時、開催場所、議題等を公表。 

 

④パブリックコメント手続（第１６条、第１７条） 

説明 
条例の制定や計画の策定などをする場合、その案をあらかじめ公表して広く市民

の意見を募集し、その意見に対する執行機関の考え方を公表する。 

内容 

①提出方法（郵便等、FAX、電子メール、書面の持参ほか） 

②意見の提出期間 原則３０日以上 

③検討と公表 提出された意見を考慮して、対象事項について意思決定を行う。 

 

市民の皆さんが、執行機関に政策を提案できる制度です。 

⑤政策提案制度（第１８条） 

説明 

市民が自ら具体的な政策を提案できる。（執行機関が公募する場合もある。） 

提案について検討して意思決定を行ったのち、その提案の概要と執行機関の考え

方を公表する。 

内容 

①提案要件 市民１０人以上の署名 

②検討と結果の通知 総合的に検討した結果を提案者に通知。（ただし、結果が出

るまで６か月以上かかる場合は、その都度通知。） 

 

 

 

 

意 

 

見 

 

交 

 

換 

 

会 

 

等 
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 岩倉市市民参加条例 

 

目次 

第１章 総則（第１条～第５条） 

第２章 市民参加（第６条～第１９条） 

第３章 協働（第２０条～第２４条） 

第４章 雑則（第２５条～第２７条） 

附則 

 

―――第１章 総則――― 

（目的） 

第１条 この条例は、岩倉市自治基本条例（平成２４年岩倉市条例第３１号。以下

「自治基本条例」といいます。）第１０条第４項の規定により、市民及び執行機関

における市民参加及び協働に関し基本的な事項を定め、市民の意見を広く市

政に反映させること及び協働によるまちづくりを推進することを目的とします。 

（定義） 

第２条 この条例における用語は、自治基本条例において使用する用語の例によ

るほか、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによります。 

(1) 審議会等 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項に規定す

る附属機関及びこれに類するものをいいます。 

(2) アンケート 広く市民の意識を把握するために、執行機関が調査項目を設定し

て、一定期間内に市民から回答を求める調査をいいます。 

(3) 意見交換会 広く市民の意見を直接聴くために、市民と執行機関又は市民同

士が議論することを目的として開催する集まりをいいます。 

(4) 市民公聴会 市政に係る政策等の案に対して、賛成の意見と反対の意見が存

在する場合において、市民の意見を聴くために開催する集まりをいいます。 

(5) 市民討議会 潜在的な市民の意見を施策に反映する必要がある場合におい

て、執行機関が無作為抽出により市民を選出して開催する集まりをいいます。 

(6) パブリックコメント手続 条例の制定、計画の策定等に当たり、その案その他必

要な事項をあらかじめ公表して広く市民の意見を募集し、それらの意見及び当

該意見に対する執行機関の考え方を公表する一連の手続をいいます。 

(7) 政策提案制度 市民が自発的に、又は執行機関からの要請により、具体的な

政策を提案し、その提案に対し、執行機関が多面的かつ総合的に検討し、意思

決定を行うとともに、その提案の概要、執行機関の考え方等を公表する制度を

いいます。 

(8) 市民委員登録制度 市民参加の裾野を広げ、新たな人材を発掘するために、

審議会等の委員の候補者としてあらかじめ市民を登録する制度をいいます。 

（市民の役割） 

第３条 市民は、市政及びまちづくりについて、関心を持ち理解するよう努めるもの

とします。 

２ 市民は、市政及びまちづくりへの積極的な参加や協働によるまちづくりを行うよう

努めるものとします。 

３ 市民は、互いを理解し、尊重するよう努めるものとします。 

（執行機関の責務） 

第４条 執行機関は、市政及びまちづくりに関する情報を積極的に市民に提供

するものとします。 

２ 執行機関は、市民参加の機会を公平に提供するとともに、市民との協働を

積極的に推進するものとします。 

３ 執行機関は、市民参加及び協働を推進するため、必要な施策を実施し、環

境の整備を行うものとします。 

（職員の責務） 

第５条 職員は、市民参加及び協働を推進するため、この条例の趣旨を理解

し、誠実に職務を遂行するものとします。 

 

―――第２章 市民参加――― 

（市民参加の手続の対象） 

第６条 執行機関は、次に掲げる事項（以下「対象事項」といいます。）を実施し

ようとするときは、市民参加の手続を行わなければなりません。 

(1) 基本的な方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限す

ることを内容とする条例の制定又は改廃 

(2) 総合計画その他基本的な事項を定める計画等の策定、見直し又は評 価 

(3) 広く市民の公共の用に供される施設の設置又は廃止に係る計画等の策定

又は変更 

(4) 市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃 

２ 執行機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると

認めるときは、市民参加の手続の対象としないことができます。 

(1) 軽易なもの 

(2) 緊急に行わなければならないもの 

(3) 法令の規定により事務事業等の実施の基準が定められており、その基準に

基づいて実施するため、市民参加の手続の結果を反映しがたいもの 

(4) 法令の規定により別に市民参加の手続と同様の手続について定められてい

るもの 

(5) 市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの 

(6) 執行機関の権限に属さないもの 

（市民参加の手続の方法）  

第７条 執行機関は、前条第１項の規定により市民参加の手続を行うときは、より

多くの市民の意見を反映するため、次に掲げる方法のうちから、複数の方法

により行うよう努めなければなりません。  

(1) 審議会等の設置  

(2) アンケートの実施 

(3) 意見交換会等（意見交換会、市民公聴会及び市民討議会をいいます。）の

開催 

(4) パブリックコメント手続の実施  

２ 執行機関は、市民参加の手続を行う場合において、市民以外の者で利害

関係を有するものがあるときは、市民参加の手続に準じた方法で、それらの

者の意見を聴くよう努めるものとします。 
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（市民参加の手続の実施予定及び実施状況の公表） 

第８条 執行機関は、年度当初に、その年度のこの条例による市民参加の手続の

実施予定を取りまとめ、これを公表するとともに、市民参加の手続を実施すると

きは、その都度、適切な時期にその実施内容について、公表するものとします。 

２ 執行機関は、次の各号に掲げる市民参加の手続を実施したときは、当該各号

に定める情報を、速やかに公表しなければなりません。会議等が非公開で行わ

れた場合又はその情報に非公開情報（岩倉市情報公開条例（昭和６３年岩倉

市条例第１８号）第６条第１項各号に定める情報をいいます。以下同じ。）が含ま

れているときも、非公開情報以外の情報は公表するよう努めるものとします。 

(1) 審議会等の会議、意見交換会、市民公聴会及び市民討議会 議事録及びこ

れらの会議等で述べられた意見に対する執行機関の検討結果 

(2) アンケート 集計結果 

(3) パブリックコメント手続 対象事項の題名、対象事項の案の公表の日、提出さ

れた意見又はその概要（提出された意見がなかった場合にあっては、その旨）

並びに提出された意見に対する検討結果及びその理由 

(4) 政策提案制度 提案の内容並びに提案に対する検討結果及びその理由 

３ 執行機関は、前年度のこの条例による市民参加の手続の実施状況を取りまと

め、これを公表するものとします。 

（審議会等の委員） 

第９条 執行機関は、審議会等の委員の選任に当たっては、法令又は条例の規

定により委員の構成が定められている場合を除き、原則として公募により選任す

る市民及び市民委員登録制度により登録された市民を含めるものとします。 

２ 執行機関は、審議会等の委員の選任に当たっては、男女比、年齢構成、委員

の在職年数及び他の審議会等の委員との兼職状況等に配慮し、より 

多くの市民に参加の機会が与えられるよう努めるものとします。 

３ 執行機関は、審議会等の委員を選任したときは、原則として委員の氏名、選

任区分及び任期を公表するものとします。 

（審議会等の会議の公開等） 

第１０条 審議会等の会議は、公開するものとします。ただし、次の各号のいずれ

かに該当する場合は、会議を公開しないことができます。 

(1) 法令又は条例の規定により公開しないこととされている場合  

(2) 非公開情報が含まれている場合 

(3) 会議を公開することにより、公平かつ円滑な議事運営に支障が生ずると認めら

れる場合 

２ 執行機関は、審議会等の会議を開催しようとするときは、あらかじめ開催日時、

開催場所、傍聴の手続等を公表しなければなりません。 

（アンケートの実施） 

第１１条 執行機関は、アンケートを実施するに当たっては、その目的を明らかに

し、回答に必要な情報を併せて提供しなければなりません。 

（意見交換会の開催） 

第１２条 執行機関は、意見交換会を開催しようとするときは、あらかじめ開催日

時、開催場所、議題等を公表しなければなりません。 

（市民公聴会の開催）  

第１３条 執行機関は、市民公聴会を開催しようとするときは、あらかじめ次に掲

げる事項を公表しなければなりません。  

(1) 市民公聴会の開催日時及び開催場所  

(2) 政策等の案及びこれに関する資料  

(3) 市民公聴会に出席して意見を述べることができる者（以下「公述人」といい

ます。）の範囲  

(4) 市民公聴会に出席して意見を述べることを希望する場合の意見の提出先、

提出方法及び提出期間  

(5) 前各号に掲げるもののほか、市民公聴会の開催に当たり必要と認める事項 

２ 執行機関は、意見の提出期間内に意見の提出がなかったときは、市民公聴

会を中止し、その旨を速やかに公表するものとします。 

３ 市民公聴会は、市長が指名する者が議長となり、議長が主宰します。  

４ 市民公聴会の議長は、市民公聴会を開催したときは、その都度、市民 

公聴会で述べられた意見等を記録し、市長に報告しなければなりません。 

（市民公聴会の公述人）  

第１４条 市民は、対象事項に対する賛否及びその理由を記載した書面をあら

かじめ提出することにより、市民公聴会で意見を述べることを申し出ることが

できます。 

２ 執行機関は、必要と認めるときは、対象事項に関し識見を有する者に意見

を求めることができます。 

３ 公述人は、第１項の規定による申出をした者及び前項の識見を有する者の

中から執行機関が決定します。この場合において、その案件に対し賛成者及

び反対者の双方の公述があるときは、一方の意見に偏らないように公述人を

決定しなければなりません。 

（市民討議会の開催） 

第１５条 執行機関は、市民討議会の開催に当たり、住民基本台帳から無作為

に抽出した満１８歳以上の者に対し、参加を依頼します。  

２ 市民討議会の参加者に対しては、謝礼を支払うこととします。 

３ 執行機関は、市民討議会を開催しようとするときは、あらかじめ開催日時、開

催場所、議題等を公表しなければなりません。 

（パブリックコメント手続の実施）  

第１６条 執行機関は、パブリックコメント手続により意見を求めようとするときは、

次に掲げる事項を公表しなければなりません。  

(1) 対象事項の案及びこれに関する資料 

(2) 対象事項の案を作成した趣旨 

(3) 意見の提出先、提出方法及び提出期間 

(4) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続の実施に当たり必要と認

める事項 

（パブリックコメント手続における意見の提出方法等）  

第１７条 パブリックコメント手続における意見の提出方法は、次に掲げる方法に

よるものとします。  
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(1) 郵便等 

(2) ファクシミリ 

(3) 電子メール 

(4) 執行機関が指定する場所への書面の持参 

(5) 前各号に掲げるもののほか、執行機関が認める方法 

２ パブリックコメント手続における意見の提出期間は、３０日以上とします。ただし、

特別の事情があるときは、執行機関は、理由を併せて公表した上で、これよりも

短い期間を設けることができます。  

３ パブリックコメント手続により意見を提出しようとする者は、住所、氏名その他執

行機関が必要と認める事項を明らかにしなければなりません。  

４ 執行機関は、パブリックコメント手続により提出された意見を考慮して、対象事

項についての意思決定を行わなければなりません。 

（政策提案制度） 

第１８条 市民は、市民１０人以上の連署をもって、その代表者から市政に関わる現

状の課題、提案の内容、予想される効果等を記載した具体的な政策を執行機

関に対して提案することができます。 

２ 執行機関は、政策提案制度により提案を求めようとするときは、次に掲げる事項

を公表しなければなりません。  

(1) 提案を求める政策の目的  

(2) 提案することができるものの範囲  

(3) 提案方法及び提出期間  

(4) 前各号に掲げるもののほか、提案を求めるに当たり必要な事項 

３ 執行機関は、政策提案制度により提案があった場合には、その提案の内容を

公表するとともに、提案のあった政策について総合的に検討し、検討の結果及

びその理由を当該提案に係る代表者に通知しなければなりません。ただし、結

果が出るまで６月以上かかる場合は、６月を超えないごとに検討状況を当該提

案に係る代表者に通知することとします。 

（市民委員登録制度） 

第１９条 市長は、審議会等への市民参加を促進するため、市政に関心を持つ市

民をあらかじめ登録するものとします。 

 

―――第３章 協働――― 

（協働を進める上での基本原則） 

第２０条 市民及び執行機関は、協働を進める際には、次に掲げる原則に従うもの

とします。 

(1) 補完性の原則 それぞれの役割及び責任を明確にし、互いに補完します。 

(2) 相互理解の原則 互いの立場又は特性の違いを理解し、尊重します。 

(3) 共有の原則 目的、目標及び情報を互いに共有します。 

(4) 対等性の原則 互いの主体性を認め合い、対等なパートナーとして取り組みま

す。 

(5) 公開性の原則 事業の経過、結果等の情報の公開に努め、透明性を確保しま

す。 

(6) 自主・自立の原則 自主性を持ち、かつ自立して活動に取り組みます。 

（協働による政策形成等） 

第２１条 執行機関は、市政における政策の形成、執行及び評価（以下「政策形

成等」といいます。）を行う場合には、市民との協働により実施するよう努めるも

のとします。 

２ 協働による政策形成等が行われた場合には、その経過、決算、結果等を公表

するものとします。 

３ 協働による政策形成等は、事業協力、事業共催等のほか、執行機関から市民

への補助及び助成、後援、事業委託等多様な形態によるものとします。 

（公益的活動の支援） 

第２２条 執行機関は、地域団体や市民活動団体（以下「団体等」といいます。）

が実施する公益的な活動に対し、次に掲げる支援をすることができます。 

(1) 財政的支援 

(2) 情報提供 

(3) 前各号に掲げるもののほか、執行機関が必要と認める事項 

２ 市民は、公益的な活動を実施する団体等を支援するとともに、自らも活動に積

極的に参加するよう努めるものとします。 

３ 団体等は、公益的な活動に積極的に取り組むとともに、支援を受けるに当たっ

ては、活動の公益性や透明性を高め、市民の理解を得るよう努めるものとしま

す。 

（中間支援組織の設置） 

第２３条 執行機関は、協働が円滑かつ効果的に取り組まれるよう中間支援組織

を設けるものとします。 

（協働によるまちづくりを担う人材） 

第２４条 市民及び執行機関は、協働によるまちづくりを担う人材の発掘及び育成

に努めるものとします。 

２ 市民は、協働によるまちづくりを担う主体としての自覚を持ち、識見や資質を高

めるよう努めるものとします。 

 

―――第４章 雑則――― 

（審議会による検証） 

第２５条 この条例に基づく市民参加及び協働の推進についての検証は、自治基

本条例第２５条第３項に基づき設置される審議会により行うものとします。 

（条例の見直し） 

第２６条 市長は、前条の規定による検証等を踏まえ、社会情勢並びに市民参加

及び協働の推進の状況に応じて、この条例の見直しを行うものとします。 

（委任） 

第２７条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるものとします。 

附 則 

この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

岩倉市市民参加条例 

岩倉市総務部協働推進課 
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